
公益法人制度改革は，１８２９年（明治２９年）

の民法制定以来１１２年ぶりの抜本的な改革で

す。

平成１８年現在，全国の公益法人（社団法人，

財団法人）は，国所管が６，７７６団体，都道府県

所管が，１８，２５３で，合計２４，８９３団体です。ち

なみに，２つ以上の県にまたがっている団体が

国所管です。職員数は５６万人と言われていま

す。

改革の要点は，従来は，設立時の公益性の判

断が，所管省庁の胸先三寸であったものが，登

記だけで「一般社団法人・一般財団法人」とな

ることが可能となった点です。その先，つま

り，「公益社団法人・公益財団法人」となるた

めには，内閣府に設けられた「公益認定等委員

会」に申請して，その審査を経て「認定」を勝

ち取ると，めでたく公益法人となる仕組みで

す。そうなると，税の優遇措置などの恩典が受

けられるのです。

そもそも，公益法人制度改革は，小泉総理大

臣の掛け声でスタートしました。その狙いは，

税収の確保と役所の権限の剥奪です。つまり，

一般社団・財団への課税で国庫納入額を増やせ

ます。また，登記手続きだけでほぼ自動的に一

般社団・財団の設立が出来ると，役所に頭を下

げる必要がなくなります。つまり，役所の権限

低下です。

一般社団・財団への登記ないし，公益社団・

財団への申請は，平成２０年１２月から開始され

ます。ただ，激減緩和措置として５年間の猶予

期間があります。しかし，この間に，どちらか

の手続きを行わないと，平成２５年１２月１日以

降は，従来の社団法人・財団法人は全て解散扱

いになります。

以上の内容の説明会が，去る３月にありまし

たので，その概要をまとめました。

なお，公益認定等委員会のホームページで，

公益認定の運用に関するガイドラインが掲載さ

れているので，最新情報はそちらも参照下さ

い。
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　収益事業から 

「公益法人制度改革説明会」の概要

１．日 時 平成２０年３月� １０：００～１２：００

２．場 所 港区三田共用会議所

３．説明者 経済産業省大臣官房政策評価広報課長 波多野 淳彦氏

４．説明のポイント
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